
板橋区大規模建築物等の建設に係る認可保育所等の設置に関する協議要領 
 

平成２７年１１月３０日子ども家庭部長決定 
一部改正 令和３年 ２月２６日子ども家庭部長決定 

 
（目的） 
第1条 この協議要領は、板橋区大規模建築物等指導要綱細則（平成 11年 4月 1日。
以下「細則」という。）第 29条に規定する認可保育所等の設置に関する協議を実施す
るに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 
（用語） 
第2条 この協議要領で使用する用語は、板橋区大規模建築物等指導要綱（平成 11年 4
月 1日。以下「要綱」という。）及び細則で使用する用語の例による。 
（認可保育所） 
第3条  要綱第 23条に規定する認可保育所は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）
第 35条第 4項による認可を受けている施設及び東京都板橋区家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年 10月 23日東京都板橋区条例第 26
号）に規定する小規模保育事業等をいう。 
（規模） 
第4条  協議の対象となる大規模建築物等は、次に掲げるものとする。 
（１） 床面積４０平方メートル以上の住戸が５０戸以上の集合住宅。 
（２） （１）以外で延べ床面積が２０００平方メートル以上の建築物。 
（協議） 
第5条 細則第 29 条の規定による協議は、建設事業者が板橋区大規模建築物等の建設
に係る認可保育所等の設置に関する協議申請書（第 1号様式。以下「協議申請書」と
いう。）を板橋区長（以下「区長」という。）に提出することにより行う。 

  ２ 区長は、建設事業者から協議申請書の提出がない場合において、建設事業者に対し

て協議申請書の提出を求めることができる。 
３ 区長は、協議申請書の内容並びに協議に係る建築物の近隣の認可保育所及び保育需

要の状況等を総合的に勘案し、認可保育所の設置が必要と判断するときは、建設事業

者に対し、認可保育所の設置について協力を要請するものとする。 
４ 区長は、前３項の規定による協議の結果について、板橋区大規模建築物等の建設に

係る認可保育所等の設置に関する協議結果確認書（第 2号様式。以下「協議結果確認
書」という。）を建設事業者に交付するものとする。 

（情報提供等） 
第6条 区長は、前条の協議に際し、建設事業者に対して認可保育所に関する助成制度
等の必要な情報の提供に努めなければならない。 



  ２ 協議結果確認書において認可保育所を設置することとなった場合は、区長は、建設

事業者が認可保育所の運営事業者を決定するに当たり必要な支援を行うものとする。 
 

（委任） 
第7条 この協議要領に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭部長が別に定め
る。 

 
付 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
付 則 

この要領の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 
 



（第1号様式）

板橋区大規模建築物等の建設に係る認可保育所等の設置に関する協議申請書

年 月 日

板橋区長 様

申請者

住　所

氏　名

（法人の場合は、事務所の所在地、名称及び代表者名）

板橋区大規模建築物等指導要綱細則第29条の規定に基づき、下記の建築物について、協議を申請します

記

名　　　　称 （仮称）

所　在　地 板橋区 丁目 番 （住居表示） 丁目 番

１　建築物の概要 □ 集合住宅（40㎡以上の住戸数 戸）
【タイプ別内訳】

種　　　　別
□ 2000㎡以上の建築物（延べ床面積 ㎡）

【主要用途】

２ 施設種別 □ 認可保育所 □ 小規模保育所 □ その他（ 　　）

認 （ ）名
可 □ 設置します 【歳児別内訳】
育
所
等
の
設
置
の
有 □ 設置しません

無 □ あり
【措置内容】

代替措置

□ なし

住　　所  

氏　　名

電話番号

受付№　　　　-　　　　

定 員

３　担当者連絡先

（注意）周辺状況を表示する図面及び建築物の配置図・平面図等を添付し、１部を提出願います。

施工予定 着工　　　　　　年　　月　　日　　　　　   　完了　　　　　年　　月　　日

理 由



（第 2号様式） 
 
板橋区大規模建築物等の建設に係る認可保育所等の設置に関する協議結果確認書 

 
年 月 日 

 
申請者 様 
 

板橋区長 坂本 健 
 
 板橋区大規模建築物等指導要綱細則第 29条の規定に基づき協議した結果、下記のと
おり確認しました。 
 

記 
 
１ 建物の概要  名 称： 
         所在地： 
         種 別： 
 
２ 認可保育所等の設置の有無【   】 
 
３ 設置する場合、認可保育所等の概要 

 
 


